
【介護保険】訪問看護・介護予防　指定訪問看護ステーション　料金表

（介護）訪問看護の場合

利用料金（1回あたり）

10割 1割負担 2割負担 3割負担

20分未満 314 円 円 円 円

30分未満 471 円 円 円 円

30分以上1時間未満 823 円 円 円 円

1時間以上1時間30分未満 1,128 円 円 円 円

理学療法士等による訪問の場合（1回につき） 294 円 円 円 円

※准看護師による訪問の場合、上記訪問看護費の90%で算定

※特別地域訪問看護が適用となる地域の場合、所定単位数の15%増

※中山間地域における小規模事業所加算が適用の場合、所定単位数の10%増（特別管理加算、ターミナルケア加算を除く）

※中山間地域におけるサービス提供の場合、所定単位数の5%増（特別管理加算、ターミナルケア加算を除く）

加算項目

10割 1割負担 2割負担 3割負担

30分未満　1回につき 254 円 円 円 円

30分以上　1回につき 402 円 円 円 円

30分未満　1回につき 201 円 円 円 円

30分以上　1回につき 317 円 円 円 円

1時間30分以上の訪問看護の場合 1回につき 300 円 円 円 円

要介護5の者の場合(定期巡回・随時対応訪問介護看護と連携) 800 円 円 円 円

緊急時訪問看護加算(Ⅰ) 1月につき 600 円 円 円 円

緊急時訪問看護加算(Ⅱ) 1月につき 574 円 円 円 円

特別管理加算（Ⅰ） 1月につき 500 円 円 円 円

特別管理加算（Ⅱ） 1月につき 250 円 円 円 円

専門管理加算 1月につき 250 円 円 円 円

ターミナルケア加算 死亡月につき 2,500 円 円 円 円

初回加算（Ⅰ） 1月につき 350 円 円 円 円

初回加算（Ⅱ） 1月につき 300 円 円 円 円

退院時共同指導加算 1回につき 600 円 円 円 円

看護・介護職員連携強化加算 1回につき 250 円 円 円 円

看護体制強化加算（Ⅰ） 1月につき 550 円 円 円 円

看護体制強化加算（Ⅱ） 1月につき 200 円 円 円 円

口腔連携強化加算 1回につき 50 円 円 円 円

1回につき 6 円 円 円 円

1回につき 3 円 円 円 円

円 円
サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

複数名訪問加算(Ⅱ)

定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携し訪
問看護を行う場合（1月につき）

50 円 円

(単位数) 利用料

複数名訪問加算(Ⅰ)

(単位数) 利用料

サービス利用時間ごとの料金
（訪問看護）

2,961円 5,922円 8,883円

※夜間（18:00～22:00）又は早朝（6:00～8:00）の場合、所定単位数の25％増

※深夜（22:00～6:00）の場合、所定単位数の50％増

定期巡回・随時対応型訪問介護看
護サービスと連携して訪問看護を
行う場合

1月につき 2,961 29,610円
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【介護保険】訪問看護・介護予防　指定訪問看護ステーション　料金表

（介護予防）訪問看護の場合

利用料金（1回あたり）

10割 1割負担 2割負担 3割負担

20分未満 303 円 円 円 円

30分未満 451 円 円 円 円

30分以上1時間未満 794 円 円 円 円

1時間以上1時間30分未満 1,090 円 円 円 円

理学療法士等による訪問の場合（1回につき） 284 円 円 円 円

※准看護師による訪問の場合、上記訪問看護費の90%で算定

※特別地域訪問看護が適用となる地域の場合、所定単位数の15%増

※中山間地域における小規模事業所加算が適用の場合、所定単位数の10%増（特別管理加算、ターミナルケア加算を除く）

※中山間地域におけるサービス提供の場合、所定単位数の5%増（特別管理加算、ターミナルケア加算を除く）

加算項目

10割 1割負担 2割負担 3割負担

30分未満　1回につき 254 円 円 円 円

30分以上　1回につき 402 円 円 円 円

30分未満　1回につき 201 円 円 円 円

30分以上　1回につき 317 円 円 円 円

1時間30分以上の訪問看護の場合 1回につき 300 円 円 円 円

緊急時訪問看護加算(Ⅰ) 1月につき 600 円 円 円 円

緊急時訪問看護加算(Ⅱ) 1月につき 574 円 円 円 円

特別管理加算（Ⅰ） 1月につき 500 円 円 円 円

特別管理加算（Ⅱ） 1月につき 250 円 円 円 円

専門管理加算 1月につき 250 円 円 円 円

初回加算（Ⅰ） 1月につき 350 円 円 円 円

初回加算（Ⅱ） 1月につき 300 円 円 円 円

退院時共同指導加算 1回につき 600 円 円 円 円

看護体制強化加算 1月につき 100 円 円 円 円

口腔連携強化加算 1回につき 50 円 円 円 円

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 1回につき 6 円 円 円 円

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 1回につき 3 円 円 円 円

複数名訪問加算(Ⅰ)

複数名訪問加算(Ⅱ)

本料金表は重要事項説明書の別紙として交付され、説明を受けました。

当ステーションにおいては算定できる要件を満たしていません。今後、算定する際には説明を致します

定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携し訪
問看護を行う場合（1月につき）

25 円 円 円 円

利用料

※夜間（18:00～22:00）又は早朝（6:00～8:00）の場合、所定単位数の25％増

※深夜（22:00～6:00）の場合、所定単位数の50％増

利用料

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

(単位数)

サービス利用時間ごとの料金
（介護予防訪問看護）

(単位数)
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◇地域区分と単価
地域区分 単価

1級地 11.4
2級地 11.12
3級地 11.05
4級地 10.84
5級地 10.7
6級地 10.42
7級地 10.21
その他 10

個別地域における区分の詳細は、WAMNETの地域区分を参照ください。
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2024/0201105303977/20240202_012.pdf

◇ベースアップ評価料Ⅱ

ベースアップ評価料 算定料（円）

ベースアップ評価料（Ⅱ）なし（スコア15点未満／算定しない） 0
ベースアップ評価料（Ⅱ）1（スコア0以上） 10
ベースアップ評価料（Ⅱ）2（スコア15以上） 20
ベースアップ評価料（Ⅱ）3（スコア25以上） 30
ベースアップ評価料（Ⅱ）4（スコア35以上） 40
ベースアップ評価料（Ⅱ）5（スコア45以上） 50
ベースアップ評価料（Ⅱ）6（スコア55以上） 60
ベースアップ評価料（Ⅱ）7（スコア65以上） 70
ベースアップ評価料（Ⅱ）8（スコア75以上） 80
ベースアップ評価料（Ⅱ）9（スコア85以上） 90
ベースアップ評価料（Ⅱ）10（スコア95以上） 100
ベースアップ評価料（Ⅱ）11（スコア125以上） 150
ベースアップ評価料（Ⅱ）12（スコア175以上） 200
ベースアップ評価料（Ⅱ）13（スコア225以上） 250
ベースアップ評価料（Ⅱ）14（スコア275以上） 300
ベースアップ評価料（Ⅱ）15（スコア325以上） 350
ベースアップ評価料（Ⅱ）16（スコア375以上） 400
ベースアップ評価料（Ⅱ）17（スコア425以上） 450
ベースアップ評価料（Ⅱ）18（スコア475以上） 500



訪問看護ベースアップ評価料（Ⅱ）の区分の算出方法は、厚生労働省の以下資料を参照ください。
ベースアップ評価料等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html
(別添1)_賃金改善計画書(訪問看護ステーション)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001250233.xlsx

免責事項

本資料は、ご自身の事業所における印刷に限った利用をお願いします。テンプレートの著作権・知的
財産権については当社に帰属するものとし、当社に事前の文書による承諾を受けた場合を除いて複製
、譲渡、販売、貸与、使用許諾、転載、改変、その他再利用することはできず、また第三者に当該行
為を行わせてはならないものとします。

本資料はご自身の責任のもとご利用ください。

カイポケカスタマーサポートでは、本資料に関するお問合せは受付いたしませんので、ご了承くださ
い。

Copyright (C) SMS Co.,Ltd. All Rights Reserved.
掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複製・転載・公衆送信を禁じます
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